
≪新型コロナウイルス感染症対策≫ 

路線バス事業者及び 
タクシー事業者への支援 

 

 

市内の地域公共交通事業について、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、依然とし

て利用者が減少している状況が続き、経営が切迫している状況にある。 

 このような状況の中、市では市民生活に必要な公共交通を維持し市民への影響を防ぐた

め、早急に事業者の運行の継続を支援する必要があることから、市内を運行する路線バス

事業者及びタクシー事業者に対し、地域公共交通運行継続支援金を交付していく。 

 

 

●路線バス事業者への支援金 

  概  要 市内を運行する路線バス事業者３社に対し支援するもの 

       市内に往復の停留所を１０以上有する系統、１系統当たり１００千円とし、

市内に営業所を有する事業者には２５０千円を加算 

       系統数   １４系統 

       市内営業所 １事業者 

  予算規模 １，６５０千円（補正予算） 

 

●タクシー事業への支援金 

  概  要 市内に営業所があるタクシー事業者３者に対し支援するもの 

       所有台数 １台当たり２万５千円を支給 

       予定台数 ６０台 

  予算規模 １，５００千円（補正予算） 
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